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 近畿地方整備局事業評価監視委員会（令和２年度第１回） 

議事録 

日時：令和２年５月２９日（金） １０：００～１２：００ 

場所：大阪合同庁舎第 1 号館 第 1 別館（３階）３０４共用会議室 

        ＷＥＢ配信によるテレビ会議 

 

【委員長】  それでは、審議に入ります。 

■大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業 

【委員長】  ご意見あるいはご質問などがあれば受けたいと思います。いかがでしょう

か。 

【委員】  事業続行について異議はございませんが、補足説明をお願いできればという

質問でございます。２点ございます。 

 １つは、供用開始後５０年間ということを想定して費用便益を算定されたということで

ございますが、今後５０年ということが、現実的にそこぐらいまでは見込めるのか、仮に

５０年としているのかという、供用開始後どれぐらいの年数耐えうるのか、使えるのか、

ひょっとすると２０年たってさらに拡張しないといけない事象が生じないのかということ

を質問させていただきます。 

 ２点目は、震災後ということと関連して、耐震工事をしっかりされたというご説明でし

たが、例えば南海トラフみたいなすごく大きな規模を想定されたのか、あるいは、そこま

でではなく、ある程度の規模に耐えるということで設計されたのか、その２点について、

恐れ入りますが、ご説明よろしくお願いいたします。 

【事務局】  １点目の５０年先までの便益を見込んでいるものの、実際どこまで使える

のかどうかということでございますが、まず、この事業評価に関していえば、メンテナン

スは必要でございますが、ハード面は十分５０年もつということで、５０年分の便益を計

上してございます。 

 一方で、委員からご指摘いただきましたとおり、２０年先になるとまた世の中の情勢も

大きく変わってくるということは想定されるところではございますが。大阪港に関しまし

てはもともと、もし資料をご覧になっていれば、３ページ右下の咲洲にコンテナ機能があ

ったものを最新のコンテナ船の大型化とか機能に合わせて夢洲に移してきており、当面は

船舶の大型化を見ても、十分、水深１６メートルのコンテナターミナルで対応できると思
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っております。横浜港では１８メートルのターミナルも整備されていたりしますし、世の

中の動き次第では、ハードとしては使えるものの世の中の情勢に合わなくなってきて改良

が必要になるというようなことはないとは言い切れないと思っております。一方で、世の

中の情勢に合わせて変更する場合は、また改めて事業評価なりをお願いしなければならな

いと考えております。 

 ２つ目でございます。耐震工事の内容でございますが、今回、工事の内容までは詳しく

ご説明しておりませんが、対象とした地震は、資料でいいますと８ページの小さい字の※

で書いたところでございますが、南海トラフ沿いで発生する大地震、南海、東南海あるい

は想定東海地震、マグニチュード８.０から８.４ということで、委員からご指摘いただき

ました南海トラフ巨大地震のような、考えられる最大の地震までは、事業評価で設定して

ございません。 

 設計上は南海トラフ巨大地震まで耐えられる設計にしてございますが、事業評価におけ

る便益の算定の際は、巨大地震が発生すると相当程度、その背後地域も含めて被災の状況

が広がって、大阪港をそのまま使うか、なかなか見通しづらいところもありますので、対

象とする地震は南海トラフ沿いで発生する大地震ということで、若干規模の小さいものを

見込んで便益を算定したという次第でございます。 

【委員】  大変ありがとうございます。よく理解しました。今のご説明どおり、５０年は

耐えられるけど、実際にはひょっとしたら社会的な情勢も踏まえて２０年で何らかまたと

いうこともあり得るということだと思います。そのとおりだと思いますが、例えば２０年

に設定したときも、単純に考えてＢ/Ｃは多分半分とかいう感じになるのか、あるいは、２

０年だとさらに下がるのか、算出方法を知らなくて申し訳ないですが、その辺は別に５０

年見込まなくても十分、例えば２０年これまで運用してきて手狭になったということを鑑

みて、２０年であってもいろんなことを勘案したときにＢ/Ｃとしては十分便益が出るとい

う考えでよろしいでしょうか。 

【事務局】  まず、２０年で便益が出るかということですが、現時点から将来まで先ま

で行けば行くほど社会的割引率というものが効いてきて、便益はだんだん小さくなってい

きますので、現時点に近ければ近いほど便益は高くなるので、単純に半分になるわけでは

なく、５０分の２０ですから４割ということになるのかもしれませんが、そのような単純

な時間の案分にはならないとは思っております。２０年で切って便益が十分出るかという

と現時点ですぐ計算できないですけども、夢洲に関して申し上げれば、当面、世界最先端
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に近いスペックのコンテナターミナルですので、２０年たったらそのまま全く使われなく

なるかというと、そうではなくて、まず使われなくなるのはおそらく咲洲のもっと古いタ

ーミナルであると思いますし、夢洲の機能が一部別のところへ移転し、２０年先、仮に新

しいものができたとしても、夢洲は使われていくことになると思いますので、便益が全く

なくなるということではなくて、引き続き便益は発生すると考えております。なおかつ、

ご覧いただきました今回の便益はかなり高い数字が出ていると思いますので、（２０年先ま

ででも）十分出ているのではないかと思います。 

【委員】  ありがとうございます。以上です。 

【委員長】  港湾というのは、基本的には拡張して沖合に展開していくといった特性を

持っているものですので、大阪港でも奥のほうには以前の港湾の跡というのが残っている

わけですけれども、そういった場合に、例えば物理的な耐用年数であるとか、経済的な耐

用年数、社会的耐用年数というものをどういうふうに考えていくのか、計画評価の中でそ

れをどのように評価するのかといったところについては、一通りの考え方というのは整理

されていると思います。例えばこの委員会でもＦＡＱ（よくある質問）をアーカイブでつ

くりましょうというのがありますけれども、そういうところに入れていっていただければ、

国民の方々がそういう疑問を抱かれるときに、ご覧になるにも便利なのではないかなと思

います。 

【委員】  ２点質問がございます。評価内容に関しては、そのとおりでいいんじゃない

かと思いますが、質問で、まず１点目が、８ページで、震災直後の陸上輸送のコスト削減に

関して、代替港から新しく整備することによって移るということでの内容ですが、まず、

その需要予測等を新たにやった結果、その分の便益が増加すると考えたのかというのが１

点質問でございます。 

 それから、２点目は、その計算に当たって、当然、例えばここに挙がっている堺泉北港と

か四日市港とかというところから陸上輸送が大阪港にシフトするということで便益が増加

すると。同時に、堺泉北港とか四日市港はその分需要を失うことになりますから、その分

のコストも入れた上で便益がこれだけ増加したという計算になっているのか、その２点に

関して教えていただければと思います。 

 以上です。 

【事務局】  まず、最初のご質問ですが、ご指摘いただきましたとおり、平成３１年３月

に大阪港の港湾計画の改訂の際に将来貨物量の需要予測を見直しました。ちょっと時間の
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関係で詳しくはご説明できなかったのですが、資料で申し上げますと、２ページの夢洲の

取扱量の推移を見ましても、近年、東南アジアからの貨物が非常に増えているということ

を踏まえて、東南アジアからの貨物量がこの先も引き続き大きく伸びるだろうと。一方で、

近海向け、つまり中国・韓国向けの貨物は、どちらかというと東南アジアへの製造拠点の

移転がこれまで進むといったような動きもございましたので、こちらについては横ばいと。

また、大阪に関しては、電機メーカーでありますとか、建機メーカーとか、大きな製造業も

あって北米向けの貨物は若干の微増です。そのような推計を経て貨物量が伸びると、伸び

る量としましては、夢洲に関して申し上げますと、これまでの１２４万ＴＥＵという予測

から１４１万ＴＥＵという予測まで増えたということでございます。 

 それを今度は大阪港無かりせばという仮定の下で推計しますと、平成２８年の推計の際

も大阪港無かりせばの場合は堺泉北港や舞鶴港などへ持っていったわけでございますが、

今回１２４万から１４１万で１７万増えた分は、実はもう堺泉北港とか舞鶴港などのキャ

パシティを超えてしまっていますので、四日市港などへ持っていかざるを得ないというこ

とで、その分の陸上距離が延び、コストが増えております。 

 １つ目のご質問については以上でございます。 

 ２つ目は、震災時の堺泉北港や四日市港などの需要便益をもしかしたらダブルカウント

してしまっているのではという趣旨のご質問と理解しました。ご指摘いただきましたとお

り、堺泉北港には耐震強化岸壁のコンテナターミナルがありますので、震災時の大阪港か

らの貨物量の受入れの便益を見込んでおります。ただし、その見込む貨物というのは、ち

ょっと行ったり来たりするので図面はお示ししませんが、夢洲ではなく咲洲のほうの、つ

まり、堺泉北港で評価する場合は夢洲の耐震強化岸壁が機能するであろうという前提の下

にシナリオを立てておりますので、耐震強化岸壁ではない咲洲のほうの貨物が堺泉北港へ

来るというシナリオで堺泉北港の震災時の便益を計上しております。 

 一方で、今回この大阪港の便益の計算では、夢洲が耐震強化岸壁ではないから壊れてし

まって、その貨物が全部どこかへ行かなければいけないというときに、堺泉北港なり伊勢

湾諸港なりというのを代替港として設定しております。もし厳密に考えるとすれば、堺泉

北港は咲洲の貨物でいっぱいいっぱいになることが見込まれますので、もしかすると四日

市港などへ全部持っていかなければいけないということもシナリオとしてはありえるわけ

ですが、安全側に便益を算定したという状況でございます。なお、四日市港では近畿から

の震災時の貨物の受入れの便益は見込んでおりません。ということで、二重のカウントは
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していないと思っております。 

 以上でございます。 

【委員】  ありがとうございました。よく分かりました。 

【委員長】  ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 それでは、大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業の審議結果として、

当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切であり、対応方針（原案）の

とおり事業継続することが妥当と判断されるといたします。これでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】  ありがとうございました。 

 

■天ヶ瀬ダム再開発事業 

【委員長】  ご意見あるいはご質問を頂きたいと思います。 

 では、ご準備いただいている間に私のほうから１つお尋ねしたいと思います。 

 いろいろな事情があって費用が増加していて、基本計画も３回にわたって改定されてい

るということで、相当いろいろなご苦労があるということが推測されます。今のご説明で

は、こういう方法で予測をしましたと、その結果と現状はこれだけ違ってきていますとい

うことはよく分かったのですが、最初の当初のこういう方法で予測をしましたというのが、

当時の技術的な知見あるいは当時持っていたデータからして最善のものであったかどうか

ということがいま一つよく分からないです。そこのところ、７つ全部やっていただく時間

はないと思いますが、ご説明いただくことは可能でしょうか。 

【事務局】  例えば掘削機械でございますけれども、当初、説明いたしましたとおり、ボ

ーリング調査をやって、岩の岩級区分を調べまして、それに合わせた基準に基づきまして、

ここで説明できなかったのですけれども、１.３トンの破砕機械を基準に基づいて選定して

いたというところでございます。 

 それと、トンネルの掘削に当たりまして、先行工事といたしまして、まず小さなトンネ

ルを掘りまして、中の状況を調べた上で進めておったと。そのときには１.３トンのブレー

カーで何とか掘れていたということでございますけれども、実際にこれを掘り始めたとこ

ろ、実際は発破とか、そういうものも使って大きな塊が出たものを砕いていくというよう

なこともございまして、発破をかけたときの岩の割れ具合とか、そういう状況についても

違ってくるということもございまして、実際のところ１.３トン級のブレーカーで掘れなく
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なったと、そういう状況がございます。 

【委員長】  ちょっと、聞き漏らしたのかもしれませんが、当初１.３トン級のブレーカ

ーで掘削できると判断された根拠というのはどうなっているのでしょうか。 

【事務局】  それは、まず、地質調査を行ったときに岩級区分という、岩の硬さですと

か、そういうものを調べまして、その硬さに対して１.３トン級のものが標準的な機械だと

いうことで選定してということでございます。 

 さらに、ボーリングについては、事前に約１００本を掘って十分に調査はしていたつも

りでございますけれども、あと、先ほど申しましたが、発破も使ってございますので、発破

と掘削の効率につきましては実際に施工してみないとやはり分からないところもございま

して、要は発破をかけたときにどういう割れ方をするのかというところも効いてきますの

で、やはり当初想定した範囲内ではどうしても分からないところも出てきまして、現場条

件が判明した状況で分かってくるというところがどうしてもでてきてしまうというところ

でございます。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 大分分かってきました。当初は、地質図による予測が主であって、それから、ボーリング

も事前に行われたということは、その地質図で判断する限り１.３トン級ブレーカーが最も

適切であるということだったという理解でよろしいでしょうか。 

【事務局】  はい、そのとおりです。 

【委員長】  であれば、そこをもう少し明確に出していただけないかなと思います。つ

まり、我々からもそうなんですけれども、国民から見ると、小さめに出して、後で理由をつ

けて大きくしてるんじゃないかという疑念がないとは限らない。 

 このことは本委員会でも何度も申し上げているんですけれども、当初の予測の条件、持

っているデータ、技術水準の下で最善の予測をしていると、その結果こうでしたと、その

後でいろいろ新たなが入ってきて変わる、つまり当時の技術水準では最善であったという

ことを明確に出していただけると我々はすっきりするんですが。これはなかなか出せない

ものでしょうか。あるいは、前回の西脇北バイパスとか西宮の名塩の道路とか、当初はこ

ういうふうにやっていたんだけれども、こういう理由でここまでは分からなかったという

説明は大変分かりやすかったような気がするんですが、いかがでしょうか。 

【事務局】  分かりました。今ちょうど映してもらっている１４ページの画面でも、減

勢池部の掘削は、「発破＋１.３トン級ブレーカーによる小割破砕」を計画して、これは「先
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行工事の実績から妥当であると判断」というふうに書いて、当初計画というか現計画がど

ういうふうに判断したかというのは、一応事務所案としても記載はされているとは思うの

ですが、今委員長ご指摘のとおり、やや資料が、変更点、なぜ最新の判断に至ったのかとい

うところに重点が置かれ過ぎていて、旧の考え方が必ずしも十分でないということがある

かもしれませんので、今後そういったところを両面で、前はどう考えていて、今後はこう

考えるということが両面で分かるように考えていきたいと思います。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 先ほどの大阪港の話であれば、あれは港湾計画が改訂されてということで、港湾計画の

改訂は今は社整審ですかね、社整審で検討された結果が多分分かる形になっていると思う

んです。今回の基本計画の３回にわたる改訂もそこにきちんと書いてあるんだろうと思い

ますけども、例えばその３回目の予測とその後の違いの原因をより分かりやすく整理して

いただけるとよろしいんじゃないかなと思いました。これはほかの点についても同じだと

思います。 

【委員】  ８ページを出していただきたいんですけれども、事前の各委員とのやり取り

の中で「琵琶湖の水位低減についてはどういう扱いになってますか」という質問があって、

いろいろ回答されているというのは事前に送っていただいた資料で拝見しまして、今日の

資料の中では、直接便益として想定していないけれども、こういう効果があるという形の

資料になっているという扱いは理解いたしました。 

 それで質問なんですけども、８ページの図で琵琶湖の後期放流のところの何というかな、

放流をしますという絵も削除されてしまっているんですが、これはやはり私としては残し

たほうがいいのではないかと思います。そこはご意見を頂きたいんですけれども。 

 それで、その上で改めて確認というか、皆さんに情報を共有していただいたほうがいい

かなと思うんですけども、このトンネルが必要なのは、ちょうどその図で出ている一番右

側の洪水の立ち上がりのところの１,１００立方メートル／毎秒という立ち上がりのとこ

ろの放流能力が足りないんだという話と、それから、琵琶湖の後期放流のところで１,５０

０トン流さないといけないというところがありますよね。その２つの放流能力の条件に照

らしたときに今の放流能力というのが十分であるのかないのか、その足らないところを今

回のトンネルで補おうとしているのか、要するにある意味２つの目標流量といいますか、

条件があるわけなので、そこのところを少し明確にしていただいたほうがいいのではない
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かというのが私のコメントです。よろしくお願いします。 

【事務局】  大変申し訳ございません。この図を説明するときに、時間を使ってしまう

可能性があるということで、当初説明させていただいたときよりもちょっと簡略化して表

示して説明させていただいたということで、おっしゃるとおり、以前ここに後期放流のと

ころも書かれてございました。説明の関係でこうしてしまったんですけれども、ご指摘の

とおり、資料のほうを修正できるところは修正していきたいと考えてございます。 

【委員】  それで、私の２点目の質問にちょっと補足いただきたいんですけど、ですか

ら、トンネルの放流能力を決める際に両方の条件を総合的に勘案して決めているはずなん

ですけども、どちらですかということですよね。 

【事務局】  委員ご指摘のことは、工事をすることになったトンネルは、トンネルの規

模が低い水位でも放流できるように、あるいは１,５００トン放流ができるように、という

ことを念頭に決めたんですよね、というご確認だと思うんですが。 

【委員】  そうですね。 

【事務局】  そのとおりです。 

【委員】  ただ、どっちかがより厳しいんじゃなかったのでは。 

 要は、前半の立ち上がりのところのダムの水位が低いので、より大きな穴を開けないと

いけないというところが、おそらく厳しいとは思うんですけども、後半の１,５００という

のは、前半で放流能力を確保するという、内数といいますか、当然そちらでも使われるん

だけれども、そっちのほうで断面が決まっているわけではないということかどうかの確認

をお願いします。 

【事務局】  水位が低いときに十分放流できるように、というその前半の部分で規定さ

れていて、それをクリアすると後半の部分もクリアできるという構成だと思います。 

【委員】  せっかくの機会ですので、今回は工事の増分のところの説明にある意味で特

化しているのはやむを得ないと思うんですけども、こういうときに何のためにトンネルを

掘っているのかというところのマインドを世の中にしていただくことが必要で、あと、そ

の３４ページに関して言えば、もともと淀川水系全体の洪水調節の中で琵琶湖総合開発が

でき、洗堰の操作もあり、琵琶湖の洪水というのは下流のために一時的に洪水をためると

いう機能も当然含めて、要するに全体計画ができているわけですから、例えば道路事業で

いうと、ある特定の区間の走行時間の短縮だけじゃなくてネットワーク全体を見てやって

るんだというところの、例えばこの淀川水系の洪水調節の中で天ヶ瀬ダムのトンネルとい
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うのがどういう位置づけになっているかというのを、全体の中の位置づけを補足されたほ

うが世の中に対する説明としては説明力が上がるのではないかというのが私のコメントで

す。 

【委員長】  ありがとうございました。 

 今のご指摘について、もし可能であれば、資料なり、あるいは何らかの形で伝わるよう

に工夫していただければというふうにお願いしたいと思います。 

【委員】  先ほどの委員長のお話で随分クリアになりましたが、前回評価時から今回評

価にかけては７０億円の増という形でお話を伺いました。しかし、基本計画策定時、今か

ら２５年ほど前ですが、そもそも３３０億円というところからスタートして現時点ではほ

ぼ倍になっている。２５年間で倍になっているというのは結構大変なことかなと思ってい

るわけです。今回は少ない金額増ですけど、やはりスタート時からなぜ倍になったのかと

いうことをクリアに見せていただきながら今回の説明をしていただけるといいのかなとい

う気がいたしました。 

 もう１点はちょっと小さい話ですけれども、投資効果、資産の額を計算されるときに家

庭用品と家屋ということで計算されていますが、土地そのものは資産という形ではここに

は入ってこないのでしょうか。 

【事務局】  まず、当初の３３０億円から倍近くになっているということで、委員のご

指摘のとおりでございますけれども、我々といたしましても、そうならないように十分に

コスト縮減に努めて事業を進めてきたところでございます。繰り返しになりますけれども、

当初の考えていたものと現場に入ってみて分かってくるものというものがやはり出てきま

して、事業費が上がってくる、それとか、ここではあまり詳しく説明できませんでしたけ

れども、事業を進めていく中で支障となってくるものが、物件ですとか、そういうものが

出て工期にも延長が生じてしまうといったようなことで今まで第３回の変更を進めてきた

ということがございます。ただ、委員のおっしゃるとおり、ここが大きくならないように

していければいいんですけれども、そのコスト縮減を図りつつ、今後もそのコストに十分

注意しながら進めていきたいと考えてございます。 

 資産のほうでございますけれども、土地については見込んでいないということでござい

ます。 

【委員長】  以上でよろしいでしょうか、ご説明は。 

【委員】  はい、ありがとうございます。 
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【委員長】  今の最初のほうのコメント、私もそう思っておりまして、これ、事業費とし

ては当初から相当増えてきているわけですね。事前説明のときにお願いしたことの１つは、

例えば横軸に年度をとって、縦軸に事業費をとっていくと、多分右上がりの、あるときに

見直してぐっと上がるというようなグラフが描けて、そこのところになぜその事業費が増

えたのかという理由と、それから、それは当初見込めなかったのかという説明を一緒に書

いていただくと大変分かりやすい図になっていいのではないだろうかということでした。

今回それはちょっとご準備いただけなかったようなんですけれども、そういう一目瞭然で

「なるほど」と、それを見ると「あ、苦労してここまでやってきていただいているんだ」と

いうのが分かるような資料があると大変すっきりするなと思いますので、もし可能であれ

ば、これは事務所の中の話には留まらないと思いますけれども、そういう表現の仕方も今

後ご検討いただけるとありがたいなと思います。 

 ありがとうございました。 

【委員】  私の質問、コメントも今まで委員長等からご指摘があったことに関わります

けれども、費用が変更になったもののうち環境に関わるものが２つございます。１つは騒

音関係で、もう１つは重金属の処理という問題です。この点に関しまして、各種の個別の

制度の総合的・統合的運用という観点から、本来こういうものについては環境アセスメン

トで一定の予測評価がなされる予定のものであると思います。 

 本件に関しましては、もともとの基本計画時はアセス法の施行前ですので、その後の基

本計画の変更に伴いまして事実上あるいは法律上のアセスがなされたのかどうか、ちょっ

とそこのところは確認していませんが、今後の改革ということも含めますと、基本的には

アセスの中では、評価方法自体は主務省令の基本的事項に基づいて行われておりますが、

騒音については、アセス時には規制基準が遵守される見込みとなっていながら、実際には

規制基準を超えるという事案が多発しております。 

 そして、また、もう１つの重金属関係は、これは掘ってみないと分からないということ

があるかと思うのですが、アセスの仕組み上は、そのような環境影響評価を行ったにもか

かわらず不確実性が残るものについては、必要に応じとるべき環境保全上の措置というも

のをあらかじめ準備書の中に書き込むという、そういう構造になっております。 

 したがいまして、そういう不確実なものとして、これがもしアセスがなされる対象事業

であるといたしますと、その措置を基本的に書く努力をするということがまず１つあって、

また、主務省令の基本的事項に基づく評価方法のうち、その後の状況と実際には異なる状
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況が多数発生しているものについては、評価方法の見直しということも必要になる。事業

評価というものと、それから事業評価とも密接に関わる他の制度、例えばここでいいます

と環境アセスメント制度というものの成果、知見、あるいは教訓というものが相互に十分

共有されるような形で制度運用を目指していく必要があるのではないかと考えます。 

 以上です。 

【事務局】  環境影響評価法の対象のアセスかどうかということについて、事実関係を

まず申し上げると、委員のご指摘のとおり、法施行以前から着手しているという点もある

んですけれども、ダムの貯水池が増える事業ではないので、現在から着手するとしても対

象にはならないと思います。ただ、対象にならないから環境への影響を配慮する必要はな

いということを申し上げているわけではなく、一定の配慮は必要であります。夜間に施工

するしないということで事業費上の影響は出てこようかと思いますけれども、配慮しなが

ら進められる事業であるということではあろうかと思います。 

 取りあえず回答とさせていただきます。 

【委員】  ありがとうございます。私も貯水量が増加しないので改修にも当たらないの

かなということは推測していたんですけれども、アセスの対象事業そのものの狭さという

こともあるので、それのリマインドも含めて発言しました。このダムの問題だけでなくて、

制度相互の関係というものを認識することでお互いの制度が向上していける可能性がある

と思います。これは近畿地方整備局だけの問題ではないと思いますけれども、ぜひそうい

った点が反映されるような仕組みにしていっていただければと思います。 

 以上です。 

【事務局】  ありがとうございます。先ほど言葉足らずだったかもしれませんけれども、

アセス法の対象であるか否かにかかわらず、ダム事業等についてはしっかりとした環境調

査をし、レポートも取りまとめて公表するという取組もさせていただいておりますので、

委員のご指摘も踏まえて対応してまいりたいと思います。 

 以上です。 

【委員長】  ありがとうございました。「アセス等々が行われても、実際はこうなりまし

たよ」というのは何らかの形で情報発信して、全体としてフィードバックがかかるような

仕組みもあるといいなと私は思っております。 

【委員】  非常にマイナーなことをお伺いしたいと思います。 

 費用便益分析では、インフレは考慮しないで、実質価格を使うことが原則ではあろうか
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と思います。今回の場合は、少なくとも労働系費用が上がったり、あるいはコンクリート

単価が上がったり、それに関係して便益のほうも、住宅の単価も上がったりして、両方動

いているわけですが、マニュアル上はこういう場合どういうふうに対応するようになって

るんでしょうか。確認だけさせていただければと思います。 

【事務局】  それは物価上昇に伴って、例えば評価額がどう変わるかというような趣旨

でございましょうか。 

【委員】  はい。そうです。実質価格で評価するというのが原則なんですね。現実にそれ

ができるのかと言われると、そこは難しいのかもしれないんですが、ただ、今回の費用増

加、あるいは便益の計算のところ、費用増加があって事業費が変わるのは費用が増加した

から、それはそれでいいわけですけども、費用便益の計算をされるときにその辺はどうい

うふうに配慮されたのかということ、もしくはマニュアルでどういう対処方法をするよう

になっているか、その辺を確認できればと思います。 

【事務局】  この事業の場合は、ほとんど全部執行済み、あるいは執行中ということで

すので、実績の数字を積んでいるということになります。実際にかかった資材の単価とか、

労務単価とかが実際に執行済みの部分がほとんどですので、そういったものを計算させて

いただいているということになります。 

【委員長】  委員、よろしいですか。 

【委員】  実際上はそんなやり方じゃ多分やれないのかもしれないんですが、そうする

と、時点間で違うものを比較していることになってる可能性があるんですよね。マニュア

ル自身がもしそれに対応してないんだったら若干工夫する必要性が少なくとも今後は出て

くる可能性があるんじゃないかなと懸念している次第です。もしそうであれば、ここの事

例ではこんなことがあったと、若干、何らかの形で記載しておいてもらうといいかなと思

います。 

 以上です。 

【委員長】  ご検討いただければと思います。 

【委員】  今回、皆さん方からご意見出てますように、やっぱり数回にわたる計画変更、

そしてそのコストアップということで、最後に知事の意見が出てございますけども、これ

までの知事の意見というのを全て覚えてるわけじゃないですけど、京都府知事はやむを得

ないとして同意すると、また大阪府知事からも建設費用の縮減に努めてもらいたいという

ことで、私の記憶の限りでは、これまでの知事、自治体意見の中には多少条件つきといい
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ますか、厳しいコメントも気持ちの中には込められているのではないかという感じがいた

します。 

 ついては、最後に、対応方針として事業継続というのは、それに対して反対するわけで

はございませんけども、今日出たご意見の厳しい部分、あるいはこういう関係自治体から

も出ているご意見を多少結論あるいは議事録の中に盛り込むべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

 以上です。 

【委員長】  では、ご回答をお願いいたします。 

【事務局】  ご指摘のとおり、各府県から厳しいご指摘も頂いておりますので、このご

指摘を真摯に受け止めまして、厳しく事業費管理、コスト縮減、工期管理も図った上で進

めていきたいと考えてございます。 

【委員長】  多分これは皆さん感じてられていることだろうと思いますけれども、例え

ば京都府知事は、「基本計画の変更は大変遺憾である」という表現をされております。です

ので、これもなぜそうなったのかと、「それならばやむを得ないね」と思っていただければ、

多分、遺憾感はそれほど大きくならない可能性があるかと思います。つまり、先ほど申し

上げておりますように、なぜそうなったのか、当初はそれで妥当な予測評価をしていたの

かということについて丁寧に説明していただく必要があろうかと思いますので、今の委員

のご指摘というのはきちんと反映して、それで丁寧な説明に努めていただければと思いま

す。 

 委員、よろしいでしょうか。 

【委員】  はい、ありがとうございます。 

【委員長】  もう１点、Ｂ/Ｃが１.０という非常に厳しい数字なんですが、委員の中か

らも今にも１.０を切るんじゃないかというご指摘もあったように伺っております。それか

ら、２７ページの感度分析を見ても、残事業費１０％増えても全体事業としては１.０維持

されるということになってるんですけども、１.０でゴーサインを以前に出したいきさつ

等々についても、納得が得られるような形で今後ご説明をしていただけるとよろしいので

はないかなと思います。本来でしたらここでご説明いただければいいんですけども、時間

もありませんので、要望にとどめておきたいと思います。 

 ほか、なければ審議を終えたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 手を挙げておられる方はおられませんので、天ヶ瀬ダム再開発事業の審議結果として、
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当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切であり、対応方針（原案）の

とおり事業継続することが妥当と判断されるといたします。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、本日の審議報告事項については以上で終わります。委員の皆様、長時間の審

議等、お疲れさまでした。一旦、事務局にマイクをお返しいたします。 

【事務局】  長時間にわたりますご審議、ありがとうございました。 

 これより本日の議事録の作成いたしますので、少しお時間を頂戴したいと思います。あ

わせまして、詳細な議事録につきましては、後日、取りまとめの上、公表する予定としてお

ります。 

 

【事務局】  それでは、お待たせいたしました。 

【委員長】  今から速報版の原案を画面に掲載していただきます。ご覧いただけますで

しょうか。 

【委員長】  審議結果、再評価１、大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備

事業。審議の結果、大阪港北港南地区国際海上コンテナターミナル整備事業の再評価は、

当委員会に提出された資料、説明の範囲においておおむね適切であり、対応方針（原案）の

とおり事業継続することが妥当と判断される。 

 ２、天ヶ瀬ダム再開発事業。審議の結果、天ヶ瀬ダム再開発事業の再評価は、当委員会に

提出された資料、説明の範囲においておおむね適切であり、対応方針（原案）のとおり事業

継続することが妥当と判断される。 

 これについて何かお気づきの点があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

限られた文言での審議結果ですけれども、今日頂いたご意見は議事録のほうにも載せるこ

とになりますので、そこでご確認いただけると思います。 

 今気がつきました。詳細な議事録はどこそこに掲示してますというのは、前回かその前

ぐらいからつけていただいてますが、それを入れていただけませんか。「詳細な議事録につ

いてはどこそこ、あるいは議事録詳細版があります」と、それをどこか下のほうに書いて

いただくということにしたいと思います。 

【事務局】  はい、承知しました。 

【委員長】  ほか、いかがでしょうか。お気づきの点あれば、手を挙げてください。よろ
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しいでしょうか。 

 それでは、映し出されている資料、それから今申し上げた一文、それから誤字脱字を修

正するということでご確認いただいたということにしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【委員長】  ありがとうございました。 

 事務局から皆さんにお知らせすることはありますでしょうか。 

【事務局】  特にございません。 

【委員長】  委員の皆様から何かございますでしょうか。 

 ないようですので、本日の審議を終了して、事務局にマイクをお返しいたします。 

【事務局】  ありがとうございます。それでは、以上をもちまして、令和２年度第１回近

畿地方整備局事業評価監視委員会を閉会といたします。委員の皆様、長時間誠にありがと

うございました。 

【委員長】  どうもありがとうございました。 

【議事録終わり】 


